
山陽小野田市における
介護給付適正化の取組

山口県山陽小野田市 
高齢福祉課 篠原 紀子
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ー 住宅改修・福祉用具貸与について ー

令和5年度 介護給付適正化に係るブロック研修会
令和5年10月30日 中国・四国ブロック（島根県）
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山陽小野田市の概要
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面積 133.09㎢

人口 59,676人

65歳以上人数 20,813人

後期高齢者数 11,426人

高齢化率 34.88％

日常生活圏域 6圏域

(令和５年８月３1日現在）

山陽小野田市の概要
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平成１２年度 平成１７年度 平成２２年度 平成２７年度 令和２年度
令和７年度

（推計値）

山陽小野田市の総人口 67,429 人 66,261 人 65,579 人 64,100 人 61,180 人 57,586 人

山陽小野田市の高齢化率 21.50% 24.20% 26.90% 31.60% 33.89% 34.67%

全国の高齢化率 14.50% 20.10% 23.00% 26.60% 28.70% 30.00%
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介護給付費

平成１７年度 平成２２年度 平成２７年度 令和２年度 令和３年度

給付費（千円） 3,665,262 千円 4,366,114 千円 5,365,510 千円 5,707,382 千円 5,717,012 千円
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介護保険料 3,950 円 3,850 円 4,900 円 5,400 円 5,500 円 5,500 円
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65歳以上の高齢者数及び
75歳以上の高齢者数の推移
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65歳以上の高齢者数及び
75歳以上の高齢者数の推移
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令和２年度 令和３年度 令和４年度

認定者数 3744 3729 3668

65歳以上の人数 21075 21032 20853

75歳以上の人数 10731 10952 11292
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65歳以上の人数及び
認定者数の推移
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対象年度
６５歳以上
の人数

認定者数 認定率 高齢化率
７５歳以
上の人数

総人口
事業
対象者

令和４年度末 20,853 3,668 17.59% 34.80% 11,292 59,797 248

令和３年度末 21,032 3,729 17.73% 34.74% 10,952 60,464 209

令和２年度末 21,075 3,744 17.77% 34.42% 10,731 61,180 194
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★介護保険係（正職員６名、そのうち適正化担当３名）

（資格）
＊主任介護支援専門員（看護師）（１名）
＊理学療法士（１名）
＊福祉住環境コーディネーター（１名）

★地域包括支援センター（正職員９名、そのうち適正化担当４名）
（資格）
＊主任介護支援専門員（看護師）（１名）
＊作業療法士（１名）
＊保健師（２名）

ケアプラン点検等については、介護保険係だけでなく、
地域包括支援センターとも協働で行っています。
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高齢福祉課



福祉住環境
コーディネーター
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主任介護支援専門員
（看護師）

主任介護支援専門員
（看護師）

作業療法士

保健師 保健師

介護保険係

地域包括支援センター

理学療法士
（給付担当）



ケアプラン点検の流れ

11

事例の選定

•認定調査状況と利用サービス不一致一覧表

•受給者別給付状況一覧表

•給付実績、認定調査票、ケアマネジャーからの相談

•有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅入居者のケアプラン等

介護給付

適正化会議

•多職種からなる適正化担当者で、『介護給付適正化会議』を開催し、

ケアプランを点検しています。（年5回程度）

介護給付

適正化委員会

•適正化会議の中で抽出された問題点について、今後の方針を検討し、
学識経験者、介護支援専門員、サービス提供事業者、保健医療福祉の
関係者等の委員からなる付属機関『介護給付適正化委員会』に助言を
求め、市の方針として決定しています。（年1回）

集団指導等で
周知

•集団指導やケアマネジャー連絡会で周知しています。
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・居宅介護支援事業所 21事業所
（ＣＭ54人そのうち主任ＣＭ27人）

・小規模多機能型居宅介護 3事業所
・看護小規模多機能型居宅介護 2事業所

・住宅型有料老人ホーム 20施設
・サービス付き高齢者向け住宅 6施設
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山陽小野田市の現状



住宅改修事前申請を受けてから
サービスを利用するまで

事前申請書類の提出

高齢福祉課内
書類審査

 「住宅改修が必要な理由書」

 「工事前の写真（日付入り）」

 「工事費の見積書」

 「平面図」等を介護保険係に提出
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多職種による事前審査
・介護保険給付事務担当者
・作業療法士・理学療法士
・福祉住環境コーディネーター
・主任介護支援専門員（看護師）
・保健師



住宅改修事前申請を受けてから
サービスを利用するまで

審査結果を通知
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「住宅改修が必要な理由書」の
作成者に対し、工事の可否を通知します。

工事後の確認

・工事後の書類審査
住宅改修費支給申請書
工事後の写真
領収書のコピー

被保険者の心身の状況に応じた妥当な
改修であるか、工事後の写真、施工図
面等により確認しています。

・必要時現地確認



事前に提出された書類を点検する時
注視している内容

 自立支援のための住宅改修になっているか

 利用者・家族の希望だけでなく、疾患や身体状況及び

生活環境等を考慮した効果的な工事になっているか。

 工事費は妥当な金額になっているか

 保険給付として適正か

 工事内容が介護保険の対象になるものとならないものが

明確に分かれているか

（スロープ工事一式等詳細が不明なものはないか）
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それぞれの専門職
の立場から
確認しています



自立支援のための住宅改修になっているか
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「本人は入院中だけど、
退院に向けて準備をしたい」

可能であれば、利用者に試験外出（外泊）していただき、
病院のリハビリスタッフ、工事を行う事業者、ケアマネジャー、
市職員等が現地にて動作確認をするように勧めています。
手すりやスロープの位置など、利用者の身体状況や日常生活上

の行動経路等を確認する中で、家族の介護力も考慮しながら適切
な工事になることを目的としています。



利用者・家族の希望だけでなく、疾患や身体状況及び

生活環境等を考慮した効果的な工事になっているか。
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「転倒したらいけないから、
手すりをたくさんつけて欲しい」

屋内や屋外の移動方法（つたい歩き、つえ・歩行器利用、車
いす介助など）をアセスメントしながら、不必要な工事になら
ないように、現在の身体状況（疾患や麻痺の有無等）や介護力
だけでなく、近い将来を見据えての工事になっているかを点検
しています。



工事費は妥当な金額になっているか

18

「家を建ててもらった
なじみの業者にお願いしたい」

利用者保護の観点から、担当のケアマネジャーや地域包括支
援センター職員には、複数業者から見積もりを取ることを、利
用者に対して勧めるように指導しています。また福祉住環境
コーディネーターや福祉用具専門相談員が配置されている事業
所の選択をお勧めしています。



工事内容が介護保険の対象になるものと
ならないものが明確に分かれているか
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「玄関先にスロープを作るので
おしゃれなものにして欲しい」

例えば、スロープ工事一式というような表記の場合は、給
付対象と非対象を明確にするため、詳細な状況がわかる書類
を再提出していただいています。
おしゃれなブロックを埋め込むなど、デザイン性を重視す

ることで、転倒リスクが上がると想定される場合、安全な工
事内容になるように担当ケアマネジャー等に再検討の依頼を
してます。それでも、本人に強い希望がある場合は、ブロッ
ク部分は対象外としています。



住宅改修の適正化に向けての課題
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疑義の生じた事例等については、工事前後の現地確認を
行っているが十分な件数実施できていない。

適正化の業務に関しては、専任ではなく兼務で行ってい
るので、担当者の業務負担が大きい。

「住宅改修が必要な理由書」の作成を担当ケアマネジャー
ではなく、工事業者（福祉住環境コーディネーター）が
行っている事例が多い。



住宅改修の適正化に向けての課題
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工賃が高くてもなじみの業者に依頼したいという
希望が多く、見積もり合わせをしても結果的に当
初希望されていた業者に決定される事例が多い。

複数見積もりを取ることで工事が遅延する傾向があ
るためか、見積もり合わせをしない工事が多くなっ
ている。



軽度者の福祉用具貸与に係る
ケアプラン点検（平成１９年から実施）

 特殊寝台

 車いす

 床ずれ防止用具

 移動リフト

 徘徊感知器
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★提出書類

・軽度者の福祉用具貸与に係る協議書

・アセスメント

・ケアプラン

・サービス担当者会議の記録

・商品カタログのコピー

提出された書類にて、利用者等の状況を確認し、
適正化担当者で書類審査を行っています。

疑義が生じた場合はその都度協議しています。

要支援１・２及び要介護１の軽度者については、以下の福祉
用具については原則貸与不可とされています。
例外給付については書類で必要性を協議しています。
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特殊寝台の貸与に係る
ケアプラン点検（平成２８年度から実施）

 要介護２以上であっても、認定調査票にて「寝返り」
「起き上がり」が『できる』『つかまればできる』に
チェックがある場合は、必要性を明記した書類を提出。
適正化担当者で必要性を協議しています。
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★提出書類

・アセスメント

・ケアプラン

・サービス担当者会議の記録

・商品カタログのコピー



特殊寝台の貸与に係る
ケアプラン点検に至った経緯

 今までケアプランや認定調査の点検や訪問等を行ってきた中で、

★要介護２以上＝ベッドレンタルという事例が多い。

★要介護２。ADL低下はない認知症。「起き上がり」はできる。

★布団で寝ているのでベッドが欲しい。

★有料老人ホームに入居するのでベッドが必要

★認定調査等で自宅を訪問し特殊寝台の使用状況を確認すると、

コンセントが抜いてあった。

など特殊寝台の必要性がないのではと思われる不適切事例が多くみ
られました。
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特殊寝台の貸与に係る
ケアプラン点検への思い
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利用者家族や事業者の要望で福祉用具の導入を決めるので
はなく、ケアマネジャーが自立支援・重度化防止のために
何が必要か、ということを的確にアセスメントできる能力
をつけて欲しい。

特殊寝台に依存することで「起き上がり」「立ち上がり」
等、日常生活の中でのリハビリの機会が奪われ筋力低下を
引き起こすことが懸念されるため、改善したい。

給付の適正化の観点から、過剰な貸与を見直したい。



同一種目複数貸与に係る
ケアプラン点検（令和５年度から実施）

 車いすや歩行器等同一種目を複数貸与している場合、
必要性を明記した書類を提出。適正化担当者で協議
をしています。
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★提出書類

・アセスメント

・ケアプラン

・サービス担当者会議の記録

・商品カタログのコピー
車いす据え置きてすり

シルバーカー



同一種目複数貸与に係る
ケアプラン点検に至った経緯

状況を確認すると

★外で使用したものを自宅の中で使うのは嫌なので、

車いすや歩行器等を自宅の中と外で１台ずつ借りたい。

★１台は自宅、もう１台はデイサービスで使いたい。

★自宅内いたるところにレンタルの手すりが設置してある。
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認定調査票や給付実績を点検する中で、同一種目を複数貸与
している事例が多いことが分かりました。



同一種目複数貸与に係る
ケアプラン点検への思い
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給付の適正化の観点から、「あったら便利」ではなく「必
要不可欠」かどうかを見極め、ケアマネジャーが的確にア
セスメントする能力をつけて欲しい。

給付の適正化の観点から、過剰な貸与を見直したい。

本人の身体状況が変わっても、一度導入した福祉用具が貸
与されたままになっている。

福祉用具については、サービス担当者会議での協議や、
モニタリングが十分されていない傾向がある。



福祉用具貸与に係る課題
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担当ケアマネジャーのモニタリングだけでなく、貸与開始
後半年または１年経過した時点等で、保険者が現地確認を
おこない検証する等の体制の構築が必要と思われる。

要介護２以上で特殊寝台の必要性がないと判断した場合、
福祉用具貸与事業者から「介護２なのになぜだめなのか」
と言われたこともある。ケアマネジャーだけでなく、保険
者から事業者に対し理解を得るための働きかけが必要。

手すりの貸与が長期になることが想定される場合、住宅
改修の検討を促すなどの助言も必要。



ケアプラン点検で気を付けていること

33

ダメ出しではなく、ケアマネジャーの気持ちに寄り添いよ
り、ケアマネジャー自身が「気づき」を得ることで、より
良いケアプランになるように心がけて助言しています。

自立支援や重度化防止を目標としたケアプランになってい
るか。サービスありきのプランになっていないか。

抽象的な表現でなく、意味のある効果的なモニタリングに
なっているか。

十分なアセスメントをもとに利用者の課題が的確に抽出さ
れているか。



34

本市は小規模の保険者であるというメリットを生かし、日頃からケ
アマネジャーとは、顔の見える関係作りを心がけているため、福祉用
具貸与等含め、ケアプラン作成の段階で判断に迷う場合、介護サービ
スを導入する前に相談を受けることが多くなっています。

今まで、ケアプラン点検に携わってきた中で、一度導入したサービ
スを見直すのはとても大変なことだと痛感しています。

必要性をしっかりアセスメントして導入することがとても重要で、
導入後も入れっぱなしではなく、卒業を目標にケアプランを作成する
等、効果的なモニタリングを実施し新たな課題解決に取り組んで行く
という過程が大切です。事例をきちんと振り返ることが重要であると
考えており、そのためのツールとして『課題総括整理票』は効果的で
あるため、その作成を推奨しています。

ケアプラン点検については、ダメ出しではなく、自立支援・重度化
防止の観点からより良いプランになるように、ケアマネジャーが前向
きに取り組むことができるようにという視点で、おこなっています。
そのため、ケアプラン点検をする保険者側の資質の向上も必要と実感
しています。

おわりに
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（参考）課題総括整理票



ご静聴ありがとうございました。
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